
 
（2026 年３月 31 日発表） 

職員の服装の軽装化の通年実施を開始 

2026 年１月５日から試行をしてきた軽装での勤務を推奨する取組について、４月１日から本格

実施します。 

 

【趣旨・背景】 

ノーネクタイ、ノージャケット等、職員自らが快適で働きやすい服装を選択できることで、活気ある

職場環境を創出します。また、仕事へのやりがいや意欲の増進を図ることで、業務の効率化や市民サ

ービスの向上、職場の魅力度向上につなげます。 

 

【日時・期間】 

2026 年４月１日（水）から開始 

 

【内容】 

・年間を通じて、ノーネクタイ、ノージャケット等の軽装勤務を可能とします。 

・ただし、職務上の必要性等により、作業服など特定の被服を着用する必要がある場合には、従来ど

おりの取扱いです。 

・ネクタイやジャケットの着用を禁じるものではありません。 

・別紙「静岡市職員の身だしなみについて」を参考に、公務員としての信用と品位を損なわず、市民に

不快感を与えない清潔感のある服装を選択するとともに、TPO（時間・場所・場合）を踏まえて判断

します。 

・別紙【軽装勤務啓発チラシ】を窓口等に掲示し、市民への周知を図ります。 

・別紙「2026 年 1 月 5 日提供 職員の服装の軽装化の通年実施に向けた試行開始」を添付します。 

 

【問い合わせ先】 

総務局人事課（静岡庁舎９階）、担当者：惣野代、小久保 

電話：０５４－221－1009 
 

報道資料 



軽装勤務
実施中 !

【OKスタイル例】
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（ジャケット着用）

チノパンツ

4

スニーカー

業務効率の向上や脱炭素社会を目指し取り組んでいます。
ご理解ご協力をお願いします。

詳細は
こ ち ら
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